
 

                           平成２６年１０月１０日 

会員各位会員各位会員各位会員各位    
                            

公益社団法人不動産保証協会東京都本部  

        本 部 長  中村 裕昌                                    

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部  

多 摩 西 支 部 支 部 長  原嶋 和利 

教育研修委員長  土屋 幹夫 

（公印省略） 

法定研修会法定研修会法定研修会法定研修会（多摩西（多摩西（多摩西（多摩西地区）地区）地区）地区）開催について（ご通知）開催について（ご通知）開催について（ご通知）開催について（ご通知）    

 拝啓 時下益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 平素は協会運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

  さて、このたび東京都本部主催による法定研修会（多摩西地区）を下記の要領に 

より開催致します。 

 万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようお願い申し上げます。    敬具 

 

 

 

 

 

記 

 開催日時：平成２６年１１１１１１１１月２０２０２０２０日（木木木木）受 付 １１１１４４４４時００００００００分 ～ 

                   研修会 １４時３０分 ～ １６時３０分 

  

開催場所：羽村市生涯学習センター ゆとろぎホール  

        羽村市緑ヶ丘１－１１－５  電話０４２（５７０）０７０７ 

  

演  題：第一部 １４時３０分 ～ １５時３０分 

      『 不動産広告のルール～表示及び景品規約～不動産広告のルール～表示及び景品規約～不動産広告のルール～表示及び景品規約～不動産広告のルール～表示及び景品規約～ 』 

       講師：（公社）首都圏不動産公正取引協議会  安田茂雄安田茂雄安田茂雄安田茂雄 氏 

第二部 １５時３０分 ～ １６時３０分 

      『 震災復興を通しての国土づくり震災復興を通しての国土づくり震災復興を通しての国土づくり震災復興を通しての国土づくり』 

       講師：衆議院内閣委員会委員長 衆議院議員 井上信治井上信治井上信治井上信治 氏 

 

お問合せ ： 多摩西支部事務所 電話０４２８（２０）０８４００４２８（２０）０８４００４２８（２０）０８４００４２８（２０）０８４０    
 

 
 ※本研修会は、公益社団法人不動産保証協会東京都本部が主催し、公益社団法人全日本不動産協会 

東京都本部多摩西支部が運営しております。 

注意事項 お車での来所はご遠慮願います。 

会場内における携帯電話の使用は禁止です。 

 

会場までのご案内 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           交通案内 ＪＲ青梅線羽村駅「東口」より徒歩８分 

 

   会場準備等の都合上、１１１１００００月３１３１３１３１日までにＦＡＸにて出欠のご返信を 

お願い致します。 

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ返信先返信先返信先返信先    多摩西支部事務所多摩西支部事務所多摩西支部事務所多摩西支部事務所    ０４２８－２０－０８４１０４２８－２０－０８４１０４２８－２０－０８４１０４２８－２０－０８４１    

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

 

法定研修会法定研修会法定研修会法定研修会((((多摩西地区多摩西地区多摩西地区多摩西地区))))受講者カード受講者カード受講者カード受講者カード（平成 26 年 11 月 20 日開催）    

研修会に  出席  します   

欠席  します（理由              ） 

代 表 者                                   

電話番号                                   

所 在 地                                   

商    号                             

法定研修会には 1 社何名でも受講できます。社員研修も兼ねて多くの受講をお願いいたします。 

【受講者カードは事前に記入し、当日受付にて提出して下さい。】 

出席者氏名 取引主任者の方は登録番号を記入 

 東 京 都 
第             号 

(       )県 

 東京都 
第             号 

(       )県 

 東京都 
第             号 

(       )県 

本研修は、宅地建物取引業法第６４条の６に基づく研修会でありますので、必ず受講し本研修は、宅地建物取引業法第６４条の６に基づく研修会でありますので、必ず受講し本研修は、宅地建物取引業法第６４条の６に基づく研修会でありますので、必ず受講し本研修は、宅地建物取引業法第６４条の６に基づく研修会でありますので、必ず受講してててて    

ください。ください。ください。ください。    

代表者が出席できない場合は、取引主任者や従業員の方が受講するようお願い申し上げます。代表者が出席できない場合は、取引主任者や従業員の方が受講するようお願い申し上げます。代表者が出席できない場合は、取引主任者や従業員の方が受講するようお願い申し上げます。代表者が出席できない場合は、取引主任者や従業員の方が受講するようお願い申し上げます。    


